
いじめの重大事態とは 
いじめ防止対策推進法２８条には、重大事態について定められています。重大事態の調査

は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、

事案の全容解明、当該事態への対処及び同種の事態の再発防止を図ることが目的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いじめ防止対策推進法】 

第２８条第１項  

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」とい

う。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校

の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重

大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが 

あると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ 

ている疑いがあると認めるとき。 

【いじめの防止等のための基本的な方針（平成２５年１０月１１日 文部科学大臣決定〔最終改定 

平成２９年３月１４日〕）】 

一 に該当する事案について 

例えば ○ 児童生徒が自殺を企図した場合   ○ 身体に重大な傷害を負った場合 

○ 金品等に重大な被害を被った場合   ○ 精神性の疾患を発症した場合  

などのケースが想定される。 

二 に該当する事案について 

不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠 

席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に

調査に着手することが必要である。 

一・二 に共通すること 

また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、

その時点で、学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとして

も、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。 


